






1)調査目的と方法 

精神発達遅滞と関連のある妊娠・分娩・新生児の要因について明らかにするために、妊娠

初期より追跡調査を行う。 

図 1)のごとき調査用紙を作製し、妊娠中 4期にわけて、夫々の該当する時期に妊婦定期健

康診査に来院した時に、面接調査を行った。 

図 1)はその記入例であるが、集計しやすいことを目標としたため、妊婦自身が記入するこ

とは難しく、調査を継続するためには、常に面接者が外来に居なければならず、自記式に

改める様、現在検討中である。 

分娩中、出生時の記録は、病歴の新生児分娩記録を用いた。これは昭和 59 年度研究報告の

工 98 頁に掲載してあるので、本報告では省略する。 

新生児記録は新生児病歴とその総括を用いた。 

乳児期の発育発達については、生後 9ヵ月に当総合母子保健センターの保健指導部で使用

している図 2)の調査用紙を用いた。調査期間が短かいため、その他生後 1ヵ月目の光・音

に反応するか、手足をよく動かすかの三項目については前例について検討、9 ｶ月に達しな

いものおよび、9 ｶ月に来部せずチェックできない例については、図 3)の 6～7 ヶ月の精神

運動発達調査を用いた。 


